
 別紙３  

標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示 

（令和６年３月 22 日国土交通省告示第 210 号） 

による改正後の標準貨物自動車運送約款（抜粋） 

 

 

（運送の申込み） 

第六条 当店に貨物の運送を申込む者（以下「申込者」という。）は、次の事項を記載

した運送申込書を提出しなければなりません。 

一 申込者の氏名又は商号並びに住所及び電話番号 

二 貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数 

三 集貨及び配達又は発送及び到着の希望日時 

四 集貨先及び配達先又は発送地及び到着地（団地、アパートその他高層建築物に

あっては、その名称及び電話番号を含む。） 

五 運送の扱種別 

六 運賃、料金（第十七条第二項に規定する利用運送手数料、第三十四条に規定す

る待機時間料、第六十一条に規定する積込料又は取卸料及び第六十二条第一項に

規定する附帯業務料等をいう。）、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金そ

の他の費用（以下「運賃、料金等」という。）の支払方法 

七 荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号 

八 高価品については、貨物の種類及び価額 

九 第六十一条に規定する貨物の積込み又は取卸しを委託するときは、その旨 

十 第六十二条第一項に規定する附帯業務を委託するときは、その旨 

十一 運送保険に付することを委託するときは、その旨 

十二 特約事項があるときは、その内容 

十三 本約款の内容について承諾する旨 

十四 その他その貨物の運送に関し必要な事項 

２ 前項において、当店が電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法であって当店で定めるものをいう。以下同じ。）によ

る運送の申込み方法を定めているときは、前項の運送申込書の提出に代えて、当該

運送申込書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場

合において、申込者は、当該運送申込書を提出したものとみなします。 

 

（運送の引受け） 

第七条 当店は、前条第一項の運送申込書の提出があった場合において、申込者との

協議により、当該運送を引き受けることとするときは、次に掲げる事項を記載した

運送引受書を交付します。 

一 集貨及び配達又は発送及び到着の予定日時 

二 運賃、料金等の額 

２ 当店は、あらかじめ申込者の承諾を得て、前項の運送引受書の交付に代えて、当

該運送引受書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することがあります。この

場合において、当店は、当該運送引受書を交付したものとみなします。 


